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入
院
時
の
食
事
代
の
う
ち
、

１
食
に
つ
き
２
６
０
円
が
患
者

負
担
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
国

民
健
康
保
険
加
入
者
は
さ
ら
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

　

日
以
内
の
入
院
の
場
合
は
、

９０１
食
２
１
０
円
に
減
額

　

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

減
額
対
象
者
と
し
て
過
去
１
年

間
の
入
院
日
数
が
通
算　

日
を

９０

超
え
て
い
る
場
合
は
、
１
食
１

６
０
円
に
減
額

　

③　

歳
以
上
で
、
世
帯
員
全

７０

員
が
市
民
税
非
課
税
で
、
世
帯

の
所
得
が
０
円
の
場
合
は
、
１

食
１
０
０
円
に
減
額

　

該
当
者
は
国
民
健
康
保
険
グ

ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階

�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２

０
）
、
各
支
所
で
「
減
額
認
定

証
」
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
減
額
認
定
証
を
保
険
証

に
添
え
て
医
療
機
関
の
窓
口
に

提
示
す
る
と
、
減
額
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
前

年
に
引
き
続
き
、
交
付
申
請
を

す
る
人
は
、
８
月
１
日
か
ら　
１５

日
ま
で
に
手
続
き
を
。

　

※
老
人
保
健
法
医
療
に
お
け

る
減
額
認
定
該
当
者
は
、
医
療

助
成
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
５
４
）
へ
問
合
せ

を
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市
は
、
児
童
数
増
加
に
よ
る

学
校
の
教
室
不
足
を
防
ぐ
た
め
、

昨
年
４
月
に
「
教
育
環
境
保
全

の
た
め
の
住
宅
開
発
抑
制
に
関

す
る
指
導
要
綱
」
を
施
行
し
ま

し
た
。

　

児
童
の
受
入
れ
が
困
難
な
学

校
区
を
「
受
入
困
難
地
区
」、
受

入
れ
が
困
難
な
可
能
性
が
あ
る

学
校
区
を
「
予
測
地
区
」
と
し

て
学
校
名
を
公
表
し
、
受
入
困

難
地
区
の
校
区
内
に
お
い
て
、

計
画
戸
数　

戸
以
上
の
マ
ン
シ

１０

ョ
ン
等
の
住
宅
開
発
を
抑
制
し

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
推
計
を
上
回
る
児

童
・
幼
児
数
の
増
加
や
、
小
学

校
に
お
け
る　

人
学
級
の
拡
大

３５

な
ど
に
よ
り
、
教
室
不
足
の
解

消
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

　

月
１
日
か
ら
同
要
綱
を
改
正

１０す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
主

な
改
正
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

　

ま
た
、
同
要
綱
の
改
正
に
と

も
な
い
、
指
定
地
区
の
見
直
し

・
追
加
も
行
い
ま
し
た
。

　

要
綱
の
内
容
な
ど
詳
し
く
は

教
育
委
員
会
計
画
営
繕
グ
ル
ー

プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８

２
８
）
へ
問
合
せ
を
。　

※
同

要
綱
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ア
ド
レ
ス
は
ペ
ー
ジ
下
参
照
）

に
掲
載
し
て
い
ま
す

　

【
要
綱
の
主
な
改
正
内
容
】

こ
れ
ま
で
指
定
し
て
い
た
「
受

入
困
難
地
区
」
と
「
予
測
地
区
」

の
間
に
、
新
た
に
「
準
受
入
困

難
地
区
」
を
設
け
２
学
校
区
を

指
定
し
、
計
画
戸
数　

戸
以
上

３０

の
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
住
宅
開
発

を
抑
制
。
ま
た
５
学
校
区
を

「
予
測
地
区
」
に
追
加
指
定

　

【
見
直
し
後
の
指
定
地
区
】

　

①
受
入
困
難
地
区
…
大
社
小

学
校
区

　

②
準
受
入
困
難
地
区
…
浜
脇

・
高
木
小
学
校
区

　

③
予
測
地
区
…
甲
東
・
用
海

・
鳴
尾
北
・
瓦
林
・
香
櫨
園
・

甲
陽
園
・
上
ケ
原
・
南
甲
子
園

・
甲
子
園
浜
小
学
校
区

　

お
盆
・
お
彼
岸
が
近
づ
き
、

お
墓
参
り
の
季
節
に
な
り
ま
す

が
、
墓
所
内
で
は
、
使
用
者
の

皆
さ
ん
の
責
任
で
清
掃
な
ど
適

正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
車
を
利
用
す
る
際
は

墓
参
者
に
注
意
し
、
徐
行
運
転

を
お
願
い
し
ま
す
（
甲
山
墓
園

は
車
の
円
滑
な
通
行
の
た
め
、

北
園
地
は
盆
・
彼
岸
の
間
を
全

面
一
方
通
行
に
、
南
園
地
は
１

年
を
通
じ
て
出
入
口
の
み
、
一

方
通
行
に
な
っ
て
い
ま
す
）
。

　

な
お
、
使
用
者
が
死
亡
し
た

と
き
、遺
骨
を
埋
葬
す
る
と
き
、

墓
の
工
事
を
す
る
と
き
な
ど
は

届
け
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は

西
宮
市
斎
園
サ
ー
ビ
ス
公
社

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
３
０

６
）
か
各
墓
地
管
理
事
務
所
へ

問
合
せ
を
。

　

水
道
局
は
、
貴
重
な
水
資
源

を
無
駄
に
し
な
い
た
め
、
次
の

地
域
で
漏
水
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
調
査
は
専
門
会
社
に
委
託

し
、
道
路
や
各
家
庭
の
メ
ー
タ

ー
付
近
で
、
特
殊
な
漏
水
調
査

装
置
等
を
使
っ
て
行
い
ま
す
。

調
査
員
は
、
水
道
局
発
行
の
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
と

名
札
を
付
け
て
い
ま
す
。

　

調
査
に
よ
り
各
家
庭
の
メ
ー

タ
ー
付
近
で
漏
水
が
見
つ
か
っ

た
場
合
、
水
道
局
の
職
員
が
修

繕
方
法
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

　

調
査
地
域
な
ど
詳
し
く
は
水

道
局
工
事
課
（
０
７
９
８
・
３

２
・
２
２
２
２
）へ
問
合
せ
を
。

　

【
調
査
期
間
】
平
成　

年
７

１８

月
下
旬
〜　

年
１
月
下
旬　

１９

　

【
調
査
地
域
】
六
軒
町
、
広

田
町
、
高
座
町
の
全
域
と
、
東

川
か
ら
西
側
で
苦
楽
園
三
番
町

・
苦
楽
園
二
番
町
・
角
石
町
・

毘
沙
門
町
・
甑
岩
町
・
甲
陽
園

西
山
町
・
甲
陽
園
本
庄
町
よ
り

南
側
の
地
域

　

最
近
、
水
質
検
査
に
来
た

と
偽
っ
て
高
額
な
料
金
を
請

求
し
た
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
協

力
す
る
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
る

と
言
葉
巧
み
に
浄
水
器
を
売
り

つ
け
た
り
す
る
悪
質
商
法
が
市

内
で
急
増
し
て
お
り
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
た
く
さ
ん
の
苦

情
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

悪
質
商
法
に
だ
ま
さ
れ
な
い

た
め
に
も
「
消
費
者
に
契
約
意

思
が
な
い
場
合
は
き
っ
ぱ
り
断

る
」、「
安
易
に
ア
ン
ケ
ー
ト
に

は
応
じ
な
い
」、「
玄
関
に
出
て

し
ま
う
と
断
り
に
く
く
な
る
の

で
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
で
断
る
」

な
ど
日
ご
ろ
か
ら
心
が
け
ま
し

ょ
う
。　

　

問
合
せ
は
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
（
０
７
９
８
・
６
４
・
０
９

９
９
）
へ
。　

　

【
悪
質
商
法
の
事
例
】

　

①
女
性
か
ら
電
話
で
「
簡
単

な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
る
と
簡

易
浄
水
器
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す

る
」
と
言
わ
れ
、
応
じ
る
と
、

後
日
業
者
が
来
て
、
高
額
な
浄

水
器
の
勧
誘
を
受
け
た

　

②
若
い
女
性
が
水
質
検
査
だ

と
言
っ
て
訪
問
し
て
き
た
。
訪

問
者
が
女
性
だ
と
気
を
許
し
て

玄
関
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
突
然

男
性
が
現
れ
、
強
引
に
勝
手
口

に
回
り
、
水
道
管
を
調
べ
は
じ

め
た
。黄
色
い
水
が
流
れ
出
し
、

そ
の
原
因
は
さ
び
で
あ
る
と
男

性
が
説
明
し
、
ほ
か
の
箇
所
も

検
査
す
る
と
言
い
出
し
た
の
で
、

不
審
に
思
い
断
っ
た
と
こ
ろ
、

作
業
代
と
し
て
高
額
な
金
額
を

請
求
さ
れ
た
。
契
約
し
て
い
な

い
の
で
断
っ
た
と
こ
ろ
、
大
声

で
汚
い
言
葉
を
浴
び
せ
は
じ
め

た
。
騒
ぎ
に
気
づ
い
た
隣
の
住

人
が
来
る
と
、
業
者
は
「
必
ず

請
求
に
来
る
」
と
言
っ
て
帰
っ

た

　

新
し
い
介
護
保
険
制
度
に
つ

い
て
シ
リ
ー
ズ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
問
合
せ
は
介
護
保
険
グ

ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
３
１
４
）
へ
。

　

４
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
が

大
き
く
変
わ
り
、
「
介
護
予

防
」
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
核
を

に
な
う
の
が
、
市
が
主
体
と
な

っ
て
新
た
に
設
置
し
た
「
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
保
健
師
や

社
会
福
祉
士
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
高

齢
者
の
生
活
を
総
合
的
に
支
え

て
い
く
た
め
の
拠
点
で
す
。

　

現
在
、
要
支
援
１
・
２
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
の
ケ
ア
プ

ラ
ン
は
、
同
セ
ン
タ
ー
が
担
当

し
て
い
ま
す
。
ま
た
同
セ
ン
タ

ー
は
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の

高
齢
者
の
窓
口
に
な
っ
て
い
ま

す
。
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
は
じ
め
、
様
々
な
制
度

や
地
域
資
源
を
利
用
し
た
総
合

支
援
、
高
齢
者
の
権
利
擁
護
、

虐
待
防
止
な
ど
、
日
常
生
活
で

困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
は
、
市
営
住
宅
に
入
居
し

て
い
る
全
世
帯
（
特
別
賃
貸
・

県
公
社
住
宅
を
除
く
）
を
対
象

に
、
収
入
調
査
を
行
い
ま
す
。

８
月
１
日
に
申
告
書
等
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
平
成　

年
中
の

１７

収
入
な
ど
必
要
事
項
を
記
入
し
、

８
月　

日
ま
で
に
返
送
し
て
く

３１

だ
さ
い
。　

年
度
の
家
賃
認
定

１９

に
必
要
で
す
の
で
、
収
入
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
提
出
を
。

　

問
合
せ
は
家
賃
等
対
策
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

７
６
０
）
へ
。

　

４
月
か
ら
、
留
守
家
庭
児
童

育
成
セ
ン
タ
ー
の
利
用
申
請
・

受
付
（
変
更
・
利
用
辞
退
を
含

む
）
を
、
市
子
育
て
支
援
グ
ル

ー
プ
か
ら
西
宮
市
社
会
福
祉
協

議
会
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
小
学
１
年

生
か
ら
３
年
生
で
、
保
護
者
が

昼
間
仕
事
な
ど
に
よ
り
不
在
で
、

適
切
な
育
成
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
児
童
を
、
放
課
後
な

ど
一
定
時
間
あ
ず
か
る
施
設
で

す
。
現
在　

カ
所
開
設
し
て
い

４１

ま
す
。
要
育
成
料
。
申
請
書
な

ど
は
各
育
成
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
。

　

開
設
時
間
な
ど
問
合
せ
は
西

宮
市
社
会
福
祉
協
議
会
育
成
セ

ン
タ
ー
事
業
課
（
０
７
９
８
・

３
６
・
７
１
２
７
）
へ
。

　

な
お
、育
成
料
に
つ
い
て
は
、

市
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
６
５
９
）

へ
問
合
せ
を
。
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入
院
時
の
食
事
負
担
を
減

入
院
時
の
食
事
負
担
を
減
額額

「
減
額
認
定
証
」
の
交
付
申
請

「
減
額
認
定
証
」
の
交
付
申
請
をを

市
民
税
非
課
税
世

市
民
税
非
課
税
世
帯帯

住宅開発抑制に関する指導要綱を10月から強住宅開発抑制に関する指導要綱を10月から強化化

良好な教育環境保良好な教育環境保全全
に向　　　　に向けけてて

市立墓地使用の皆さんへ

墓所内の清掃等に
  ご協力ください

水資源を大切に

  漏水調査に
　ご協力ください

ご注意ください�
「水質検査」・「水のアンケート」等の
　悪質商法が急増しています

市営住宅入居世帯

収入申告書等の
  提出を忘れずに

留守家庭児童育成センター

　利用申請・受付は
西宮市社会福祉協議会へ

�政治家は有権者に寄附を贈らない�
�有権者は政治家に寄附を求めない�
�政治家から有権者への寄附は受け取らない�

あ
た
ら
し
い
介
護
保
険
①

〜
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
〜

明るい選挙の「三ない運動」


